
令和５年度採用・昇任 管理職候補者選考検査における受検者留意事項 

令和 4年 11 月 山梨県教育委員会 

 

◆ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策について 

新型コロナウイルスの感染状況は依然として先行き不透明であり、通常の生活を安定的

に送ることが困難な中、受検者の安全確保と感染拡大を防止する観点から、以下のことに留

意して対応すること。 

① 受検者は良好な体調で受検できるように、日頃より健康管理に努めること。 

② 検査一週間前からの朝と夜及び検査当日の朝に検温をして、発熱の有無をチェックす

ること。別紙「健康チェック表」に従い平熱・計測した体温等を記入して、受付時に

必ず提出すること。「健康チェック表」は山梨県教育委員会 義務教育課のホームペー

ジよりダウンロードして活用すること。また、「健康チェック表」は 11 月の筆答検査・

1月の面接試問の両日ともそれぞれ提出すること。 

③ マスクを必ず着用するとともに、検査室入室前・退出時にはアルコールによる手指消

毒を行うこと。    

④ 受付時は密になりやすいことから、他者との社会的距離に十分留意して並ぶこと。 

⑤ 検査室は換気のため、適宜、窓やドアなどを開けるので、衣服で温度調節ができるよ 

う準備をすること。 

 

 

 ＊ホームページにアップしている「健康チェック表」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新型コロナウイルス感染症に関し、次の方は受検を控えてください（お願い） 

 

 

令和５年度採用・昇任 管理職候補者選考検査では、新型コロナウイルス感染拡大防

止の観点から以下に該当する方は、筆答検査の受検を控えていただきますようお願いし

ます。  

 

① 新型コロナウイルス感染症の PCR 検査等により陽性判定を受け、検査当日はまだ療

養が終了していない方 

② 発熱、軽度であっても咳などの風邪症状、強いだるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困

難）のいずれかの症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる方 

 

○ 上記①、②に該当する方には、選考検査の再検査を実施します。事前に義務教育課、

または高校教育課に連絡いただくとともに、後日、証明する書類を提出いただきま

す。 

再検査の日程等につきましては、後日、連絡をいたしますので、承知おきください。 

 

● 検査終了後に新型コロナウイルス感染症に罹患したことが判明した場合には、速や

かに山梨県教育庁義務教育課までご連絡ください。  

 

 

※「濃厚接触者」に該当する方であっても、無症状の場合は、別の部屋での受検が可能な

場合がありますので、事前に義務教育課、高校教育課までご相談ください。  

・連絡先 義務教育課 055-223-1757 （試験当日の連絡先は総合教育センター）  

     高校教育課 055-223-1758 （試験当日の連絡先は総合教育センター） 

・「濃厚接触者」の考え方については、以下のページで確認してください。  

https://www.pref.yamanashi.jp/coro-taisaku/corona_taikikikan.html 


